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１ 目的                                    
原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けながらも、事業の継続に努める中小

企業者・個人事業主に対し、市独自の支援金を支給することで、地域経済を支援する

ことを目的とします。 

 

２ 対象者                                    

  令和 4 年 11 月 30 日までに高槻市内に事業所を開設し、原油価格または物価の高騰

の影響を受けている事業者のうち、中小企業信用保険法第２条に規定する中小企業者 

または個人事業主であって、営業等に係る収入を有し、直近の決算期または１年間に

おいて、次に定める金額以上の経費が発生している者 

法人     10 万円以上の経費 

個人事業主  5 万円以上の経費 

 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。 

（１）令和４年度に市が実施する社会福祉施設等物価高騰対策支援金、配食サービス事

業者物価高騰対策支援金、医療施設等物価高騰対策支援金、教育・保育施設等物

価高騰対策支援金、販売農家物価高騰対策支援金、運送事業者物価高騰対策支援

金のいずれかを受けた者及び受ける予定の者 

（２）代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、高槻市暴力団排除

条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３

号に規定する暴力団密接関係者である者 

 

３ 給付額                                   

法人     10 万円 

個人事業主  5 万円  （いずれも一事業者につき 1 回限り） 

 

４ 申請期間                                  

令和 4 年 11 月 30 日（水）～令和 5 年 1 月 31 日（火）17：15（必着） 

 

５ 申請方法                                  

申請書（市ホームページからダウンロード、または市窓口配架）に必要事項を記入し、

添付資料とともに郵送で行ってください。 

※事前に案内通知を受け取られた事業者は、同封の申請書をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

  

郵送先 

  〒569 – 0067 

   高槻市桃園町 2‐1  

 高槻市 街にぎわい部 産業振興課 中小事業者支援担当 
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６ 提出書類（必須） ※提出書類は返却しません。コピーを各自でご準備ください。  

①【令和３年度「高槻市事業者応援緊急給付金」受給者】 

 （１）交付申請書兼請求書（様式第 1-1 号） 

該当者には、令和 4 年 11 月下旬にバーコード付きの交付申請書兼請求書を送付します。 

    必要事項を記入し、押印のうえ、返送してください。修正がない場合、書類添付は不要。 

    交付申請書兼請求書に記載している所在地や代表者氏名等に変更がある場合は該当箇

所に二重線を引いたうえで訂正印を押し、修正してください。 

なお、修正内容に応じて下記書類の添付が必要です。 

分類 
変更の 

有無 
変更内容 添付書類等 備考 

法人 

なし ー 不要   

変更事項 

あり 

所在地 

(本店が市内) 

履歴事項全部証明書（写） 

または 

商業・法人登記情報 

市外へ移転し、市内の事

業所が無くなった場合は

対象外 

所在地 

(本店が市外) 

市内事業所に係る次のいずれか（写） 

・営業許可証 

・事業所の賃貸借契約書 

・固定資産税・都市計画税の納税通知書 

・事業所建物の不動産登記簿謄本等 

市外へ移転し、市内の事

業所が無くなった場合は

対象外 

法人名称、 

代表者 
履歴事項全部証明書（写）   

口座情報 通帳等の写し   

個人 

事業主 

なし ー 不要   

変更事項 

あり 

所在地 

市内事業所に係る次のいずれか（写） 

・営業許可証 

・事業所の賃貸借契約書 

・固定資産税・都市計画税の納税通知書 

・事業所建物の不動産登記簿謄本等 

・個人事業の開業届（移転の記載があるもの） 

市外へ移転し、市内の事

業所が無くなった場合は

対象外 

屋号 不要（交付申請書を訂正）   

代表者 
対象外 

（様式第１－１号では申請できません） 

別途申請が必要 

(HP からダウンロード) 

代表者氏名 
同一人物であることが分かる書類 

（戸籍、住民票等） 
  

口座情報 通帳等の写し   

法人化 

（法人成り） 
履歴事項全部証明書（写）、通帳等の写し 

別途申請が必要 

(HP からダウンロード) 
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②【新規申請者】 

（１）交付申請書兼請求書（様式第 1-2号） 

（２）必要書類は、下記区分によって異なりますので、ご確認ください。 

 

ア．【法人】 
区分 必要書類 

☐ 

主たる事業所が高

槻市内にある法人 

（①～⑤全て） 

 

 

①次のいずれか（発行 4か月以内のもの） 

☐履歴事項全部証明書（写） 

 ☐登記情報提供サービスで発行した「商業・法人登記情報」 

②直近の確定申告書別表１（写）※1 

③上記確定申告に係る「法人事業概況説明書」（写） 

④決算書のうち損益計算書 

⑤振込口座の確認ができる通帳の写し 

（表紙をめくった見開きのページの写し） 

☐ 

主たる事業所が高

槻市内でない法人 

（①～⑥全て） 

 

①～⑤は上と同じ。 

 

⑥高槻市内の事業所が確認できる次のいずれか（1事業所分） 

 ☐営業許可証（写）（該当業種のみ） 

☐事業所の賃貸借契約書（写） 

☐固定資産税・都市計画税の納税通知書（写）の表紙及び 

3～6ページで事業所が確認できるページの写し 

☐事業所建物の不動産登記簿謄本（写） 

☐登記情報提供サービスで発行した「不動産登記情報」 

 ※事業所が確認できるもの。 

 
※1 開業後 1 年未満で確定申告をまだ行っていない法人は確定申告書に係る②～④の代わりに開業後

の経費の領収書の写し（合計 10 万円以上分）を提出してください。 
 

【個人事業主】は次ページをご覧下さい。  
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イ．【個人事業主】 
区分 必要書類 

☐ 

事業所が高槻市内

にある個人事業主 

（①～④全て） 

① 直近の確定申告書 第 1表（写）※1 

② 上記確定申告の添付書類（経費の記載があるもの） 

□青色申告：所得税青色申告決算書 1・2ページ 

□白色申告：収支内訳書（一般用） 

「経費」欄に記載されたもののうち、租税公課以外の項目に

5万円以上の経費があることを確認します。 

③ 高槻市内の事業所を確認できる次のいずれか 

☐営業許可証（写）（該当業種のみ） 

☐賃貸借契約書（写）※居宅としてのみの契約書は不可。 

 ☐固定資産税・都市計画税の納税通知書の表紙及び 

3～6ページで事業所の確認ができるページの写し 

☐不動産登記簿謄本（写）※事業所が確認できるもの。 

☐登記情報提供サービスで発行した「不動産登記情報」 

 ※事業所が確認できるもの。 

☐個人事業の開業届出書（写） 

   

    

 

 

※①または②で事業所所在地が確認できる場合は③を省略

することができます。 

 

【令和４年に開業した場合等で、まだ確定申告を 

行っていない方】 

→8ページをご確認下さい。 

 

④ 振込口座の確認ができる通帳の写し 

（表紙をめくった見開きのページの写し） 
  

※1 令和 4 年 1月 1日以降に開業し、確定申告をまだ行っていない方や、令和 3 年の所得が 48 万円以下

であったため、確定申告を行っていない方は①及び②の代わりに直近決算期または１年間における売上

台帳等（任意月）及び経費に係る領収書等（5 万円以上分）の写し（8 ページ参照）を提出してくださ

い。 

 

 

 

  

①～③の補足説明を次のページに掲載していますので、 

必ずご確認ください。 
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個人事業主の申請書類補足説明 

①直近の確定申告書 第 1表（写） 

・税務署が受付済みであることを確認できることが必要です。 

a.郵送申請の場合：税務署の受付印があるもの、または税理士の押印があるもの 

（注）いずれもない場合は、領収印がある「領収証書」または 

「納税証明書」を追加提出してください。 

 

 

 

 

 

 

b.電子申告の場合：申告書上部に電子申告の日時と受付番号の印字があるもの 

（注）上部に記載がない場合は、受信通知の写しを追加提出してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

・「営業等」に係る収入があることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

＋ 
控え 

確定申告書 第 1 表 

 
領収証書 

＋ 

確定申告書 第 1 表 

控え 

メール詳細 

受付日時 ････ 

受付番号 ･････ 

 納税証明書 

または 

支援金対象者は、 

この欄に金額の記載が

あるものに限ります。 
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②確定申告の添付書類（経費の記載があるもの） 

 【青色申告の場合：青色申告決算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【白色申告の場合：収支内訳書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「租税公課」以外の経費

が 5 万円以上発生して

いることが条件です。 

※「売上原価」は経費に

は含まれません。 

 

「租税公課」以外の経費

が 5 万円以上発生して

いることが条件です。 

※「売上原価」は経費に

は含まれません。 
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③高槻市内の事業所を確認できる書類（次のうちいずれか） 

書類名等 備考 

営業許可証（写） 該当業種のみ 

賃貸借契約書（写） 

建物について「店舗」や「事業

所」等の記載が必要です。 

「居宅」等の記載は不可。 

固定資産税・都市計画税の納税通知書の表紙及び

3～6ページで事業所の確認ができるページの（写） 

不動産登記簿謄本（写）または登記情報提供サー

ビスで発行した「不動産登記情報」 

個人事業の開業届出書（写） 

紛失、届出を出していない等の

場合は、税務署にご相談くださ

い。新規で届出をされる場合

は、「開業日が令和 4 年 11 月

30日」以前の方が対象となりま

すので、ご注意ください。 

※確定申告書第１の住所欄に「事業所」が明記されている方、青色申告をしていて「所

得税青色申告書決算書」1ページの「事業所所在地」に高槻市内の記載がある方、 

白色申告をしていて「収支内訳書」の「事業所所在地」に高槻市内の記載がある方は

上記書類の提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【例】飲食店の営業許可証 【例】飲食店の営業許可証 【例】個人事業の開業届出書 
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確定申告を行っていない方                              

① 個人事業主の方は令和４年のいずれかの月の「売上台帳」の提出が必要です。 

 【売上台帳の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 令和 4 年 1 月 1 日以降に開業し、確定申告をまだ行っていない方や、令和３年の所

得が 48万円以下であったため、確定申告を行っていない方は直近１年間の領収書等

で経費の額を確認します。 

【領収書の場合】 

1.あて先が申請者である。 

2.日付が明記されている。 

3.金額が明記されている。 

4.但し書きが明記され 

ている。 

5.発行者が明記されて 

いる。 

 

 

 

【レシートの場合】 

1.領収書の作成者の氏名または名称 

（店名、会社名など）が明記されている。 

2.取引年月日 

3.資産または役務の内容 

4.対価の額 

 

 

 

③ ②に該当する方で、事務所が自宅を兼ねていて経費の請求・支払いを一体的に行って

いる方は、経費の家事按分（仕事で使う割合で経費になる金額を算出）を行います。 

本制度では上限を５０％とします。 

 

④ 令和 4年 12月 1日以降に開業されている方 

高槻市中小事業者物価高騰対策支援金の対象外です。  

No.

高槻商事 御　中 発行日

金額 （税込）

但し ○○○○代 として

上記正に領収いたしました。

内訳 ○○株式会社

税抜金額 〒大阪府高槻市桃園町２－１

消費税等 　高槻ビル

TEL:072-000-0000

FAX:072-000-0000

収入

印紙

¥10,000

領　　　　収　　　　　書

2022年4月1日

○○○○商店

＜レシート＞

(商品A)　　￥5,000

(商品B)　　￥2,500

小計　2点　￥7,500

合計　　　￥7,500

（消費税等　￥681）

No.*******

2022年4月1日

① 

③ 

② 

④ 

⑤ 

① 

② 

③ 

④ 

令和４年（２０２２）５月１日～３１日
摘　要 内訳 金額

5 1 大阪商店　　　　　　　　　　　　　　　現金

　整備点検＠400,000円 400,000

　排水管＠25,000円 25,000 425,000

13 桃園屋　　　　　　　　　　　　　　　掛け

　配線工事　8ｍ＠15,000円 120,000

　電気ケーブル　100ｍ＠100円 10,000 130,000

20 高槻美容室　　　　　　　　　　　　　現金

　業務委託＠448,000円 448,000 448,000

25 桃園屋　　　　　　　　　　　　　　　掛け返品

　電気ケーブル　30ｍ＠100円 ▲ 3,000

総売上高 1,003,000

売上値引・戻し高 ▲ 3,000

純売上高 1,000,000

上記内容に相違ありません。

令和４年１２月１日

日付

売　上　台　帳

高槻　太郎

売上台帳の例

余白に申請日付で「内

容に相違ありません」

旨の記載と記名をして

ください。 



9 
 

交付申請書兼請求書（記入例）※新規申請の方                       

 

 
 

日
中
連
絡
が
つ
く
電
話
番
号
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

振
込
先
の
通
帳
コ
ピ
ー
を
必
ず
貼
付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

認
印
可

 

【
該
当
者
の
み
】
 

認
印
可

 

法
人
は
「
１
０
万
円
」
に
、
 

個
人
事
業
主
は
「
５
万
円
」
に

 

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
 

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
 

オ
モ
テ
 

ウ
ラ
 

「
業
種
一
覧
」
か
ら
１
つ

選
ん
で
く
だ
さ
い
。
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Ｑ＆Ａ よくある質問                                  

Ｑ1）中小企業信用保険法第２条に規定する中小企業者とは？ 

Ａ1）以下の事業者が該当します。 

 

 

Ｑ2）「個人事業主」とはどういうものを言うのか。 

Ａ2）確定申告書（B）第１表において、「営業等」欄の収入がある方を指しま

す。 

 

Ｑ3）不動産収入のみ有り。開業届も出している。個人事業主に該当しないか。 

Ａ3）確定申告書の「営業等」の欄に収入がなければ、本給付金においては 

対象外となります。 

 

Ｑ4）市内で民泊を経営している。対象か。 

Ａ4）確定申告書の「営業等」の欄に収入がなければ、本給付金においては 

対象外となります。 

【中小企業信用保険法における中小企業者】
区分 業種等 範囲

製造業その他
資本金の額又は出資の総額が３億円以下
または
従業員が３００人以下

小売業
資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下
または
従業員が５０人以下

卸売業
資本金の額又は出資の総額が１億円以下
または
従業員が１００人以下

サービス業
資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下
または
従業員が１００人以下

ソフトウェア業又
は情報処理サービ
ス業

資本金の額又は出資の総額が３億円以下
または
従業員が３００人以下

旅館業
資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下
または
従業員が２００人以下

医業を主たる事業とする
法人

医業 従業員３００人以下

小売業を主たる事
業とする場合

従業員５０人以下

卸売業又はサービ
ス業を主たる事業
とする場合

従業員１００人以下

その他 従業員３００人以下

個人事業主 - （個人の開業医、診療所等を含む）

※農業、林業（素材生産産業等は対象）、漁業、金融・保険業（保険媒介代理業等は対象）　は対象外

会社

特定非営利活動法人

その他、中小企業信用保険法第２条第１項各号に規定する中小企業者（協同組合等）
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Ｑ5）事業欄のうち農業収入のみある。対象か。 

Ａ5）中小企業信用保険法に基づき、農業、林業、漁業、金融・保険業は、 

対象外となります。 

   ただし、林業のうち素材生産業及び素材生産サービス業は対象となりま

す。また、保険業のうち、保険媒介代理業及び保険サービス業は対象と

なります。 

 

Ｑ6）個人で事業収入 40万円、農業収入 500万円だが該当するか。 

Ａ6）確定申告書の「営業等」欄に収入があれば対象となります。 

 

Ｑ7）令和 2年までは営業収入があったが、令和 3年は配当所得のみ。対象か。 

Ａ7）令和 3年の確定申告書の「営業等」欄に収入がなければ、対象とは 

なりません。 

 

Ｑ8）白色申告をしている。対象となるか。 

Ａ8）白色申告であっても、「営業等」欄に収入の記載があれば対象となりま

す。 

 

Ｑ9）他者が経営する美容室で、業務委託を受けて働いており、自己の店舗は

無い。対象か。 

Ａ9）業務委託による収入が事業（営業等）収入として申告され、かつ、開業

の届出がなされており、申告書の事業所住所が高槻市内であれば対象と

なります。 

 ※個人タクシー、各種クリエイター、その他フリーランス共通。 

 

Ｑ10）令和 3年は所得 48万円以下であったため、確定申告をしていない。 

対象か。 

Ａ10）個人事業主であれば対象となります。「個人事業の開業届出書」等及び

売上・経費の確認書類の提出が必要です。 

 

Ｑ11）個人事業主であるが、「申請の手引き」4ページに記載されている高槻

市内の事業所を確認できる書類がない場合は、どうしたらよいのか。 

Ａ11）「固定資産・都市計画税の納税通知書」、「賃貸借契約書」、「不動産

登記簿謄本」で事業所の確認が出来ない場合は、「開業届出書」もしく

は、「営業許可証」の提出が必須となります。 

「開業届出書」を紛失されている場合、もしくは、今まで届出をされて

いなかった場合は、税務署にご相談下さい。なお、「開業届出書」記載

の開業日が令和 4年 11月 30日以前の方が対象となります。 
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Ｑ12）社会福祉法人だが、申請は可能か？ 

Ａ12）社会福祉法人、会社以外の社団法人、財団法人は対象となりません。た

だし、医業を主たる事業とする法人は対象となります。 

 

Ｑ13）「大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金」等、 

国や大阪府等の支援制度との重複申請は可能か？ 

Ａ13）可能です。ただし、高槻市が実施する他の物価高騰対策支援金との 

重複はできません。 

（社会福祉施設等物価高騰対策支援金、配食サービス事業者物価高騰対策

支援金、医療施設等物価高騰対策支援金、教育・保育施設等物価高騰対策

支援金、販売農家物価高騰対策支援金、運送事業者物価高騰対策支援金） 

 

Ｑ14）複数店舗を経営している場合、複数申請をすることは可能か？ 

Ａ14）店舗が複数ある場合でも代表者が同一人物であれば、申請は１度限りで

す。 

 

Ｑ15）同一人物が複数の法人の代表を務めている場合、全て対象となるか。 

Ａ15）他の要件を満たしていれば、法人格ごとに申請が可能です。 

 

Ｑ16）無人の倉庫や駐車場は「事業所」に含まれますか。 

Ａ16）事業所とは、①一定の場所を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動

が行われており、②従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービス

の提供が継続的に行われているものを指します。 

通常、無人の倉庫や駐車場は、事業所には含まれません。 

 

Ｑ17）確定申告を行っていないため、経費の確認書類として領収書を提出した

いが、あて先が記入されていない。（または他者あてになっている。） 

添付資料として使えるか。 

Ａ17）領収書のあて先は申請者である必要があります。 

 

Ｑ18）確定申告を行っていないため、経費の確認書類としてレシートを提出し

たい。 

添付資料として使えるか。 

Ａ18）次の４つの内容が全て明記されているものは添付資料となります。 

   ・領収書の作成者の氏名または名称（店名、会社名など） 

   ・取引年月日 

   ・資産または役務の内容 

   ・対価の額 
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Ｑ19）本社が市外で、店舗が市内にある場合は対象か？ 

Ａ19）市内に事業所や店舗がある場合は、対象となります。 

 

Ｑ20）交付決定通知書を発行してもらうことはできるか？課税証明のために

必要です。 

Ａ20）必要な方は、交付決定通知書の発行を申請することができます。 

高槻市中小事業者物価高騰対策支援金交付決定通知書発行申請書（様

式第 2号）をご提出ください。 

 

Ｑ21）申請後に廃業することになったので、申請の取り下げはできるか？ 

Ａ21）申請を行った日の翌日から起算して 30日以内に限り、申請の取り下げ

をすることができます。 

高槻市中小事業者物価高騰対策支援金交付申請兼請求取下書（様式第 5

号）をご提出ください。 

 


